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医療観察法における専門的医療の向上と普及に資する研究 

総括研究報告書 

 

医療観察法における専門的医療の向上と普及に資する研究 

 

研究代表者 平林 直次  国立精神・神経医療研究センター病院 

 

研究要旨： 

本研究の主たる目的は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する

法律（以下、医療観察法）の対象者全体を類型化し、それぞれに応じた処遇のあり方や転帰・予後を

明らかにすること、喫緊の課題である入院および通院複雑事例に関する調査や、治療・処遇方法を開

発することである。 

グループ 1(大規模調査)では、重度精神疾患標準的治療法確立事業(以下、データベース事業)の入

院データベースを利活用する研究事業（利活用研究事業）からデータ提供を受け、令和 3年度に作成

したデータセットの解析を行った。また、指定通院医療機関を対象とした全国調査を実施した。 

 入院対象者は 12の基本類型に分類された。 

薬物療法により入院対象者を群分けすると、クロザピン群は平均入院期間が 4.8年と長く、入院期

間中の隔離経験率が 47.6％と高かった。また持効性注射剤群は通院処遇移行者の割合が 95.5％と高

かった。高齢者では処遇終了と同時に精神保健福祉法入院となる傾向が認められた。処遇終了と同時

に精神保健福祉法入院となる場合、F0、F1、F7では早期に処遇終了していた。また指定入院医療機関

ごとに処遇終了率にばらつきが認められた。 

通院複雑事例は、「アドヒアランス不良群」「通院複雑事例中核群」「自傷・自殺リスク群」の 3 群

に分類された。 

グループ 2(事例研究)では、令和 3年度に続いて事例の収集を進め、複雑事例の治療や処遇に関す

る分析を進め、各種の成果物をまとめた。指定入院医療機関の施設の枠組みを超えた転院トライアル、

コンサルテーションの事業化を想定し、事務局の機能モデルを作成し活用しうるものであることを確

認した。医療観察法の鑑定書を提出する際にまとめとして添付する「鑑定書総括用書式」を作成する

ことを提案し、その作成方法の解説および作成例を提示した。 

以上のとおり、データベース事業により構築されたデータベースは、臨床及び研究において有効に

活用されており、引き続き事業を継続することにより多大な成果が期待される。指定入院医療機関の

施設の枠組みを超えた転院トライアル、コンサルテーションの事業化を想定した、事務局の機能モデ

ルが示され事業化への準備が整った。 
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分担研究者氏名 （順不同、敬称略） 

河野稔明 国立精神・神経医療研究セ

ンター精神保健研究所 

竹田康二 国立精神・神経医療研究セ

ンター病院 

壁屋康洋 国立病院機構榊原病院 

村杉謙次 国立病院機構小諸高原病 

     院 

今村扶美 国立精神・神経医療研究セ

ンター病院 

大鶴 卓 国立病院機構琉球病院 

五十嵐禎人 千葉大学社会精神保健教

育センター 

岡田幸之 東京医科歯科大学大学院 

精神行動医科学分野 

 

Ａ．研究目的  

医療観察法による医療は、統合失調症を

想定したガイドラインに基づいて実施され

るが、対象者の診断は均一ではなく、診断

を含む対象者の類型化に応じた処遇・治療

が求められている。しかし、医療観察法対

象者の類型化は行われていないのが現状で

ある。また、頻回/長期行動制限や長期入院

の傾向を持つ、いわゆる“入院複雑事例”

が抽出され調査や退院促進が進められてい

るが、長期入院傾向には歯止めがかかって

いない。一方、長期入院化には至らず、処

遇終了する対象者も存在するが、その実態

や長期予後は不明のままである。 

通院処遇では、原則 3 年間で処遇を終了

し精神保健福祉法医療に移行することにな

っているが、通院処遇延長例、再入院・再

処遇例など、いわゆる“通院複雑事例”に

関する調査も不十分である。 

本研究の主たる目的は、医療観察法対象

者全体を類型化し、それぞれに応じた治療

や処遇のあり方を明らかにすること、喫緊

の課題である入院および通院複雑事例に関

する調査や、治療・処遇方法を開発するこ

とである。 

重度精神疾患標準的治療法確立事業（以

下、データベース事業）のデータを活用し、

対象者の類型化を行う。また、全国調査に

よって退院後の長期予後や入院複雑事例の

特徴を明確にする。さらに施設間の連携や

協働作業による効果的な治療や介入方法を

明らかにする。 

いわゆる“通院複雑事例”に関しては全

国調査に着手し、通院複雑事例の類型を明

らかにする。また、入院複雑事例と通院複

雑事例との異同を含め検討する。 

 

Ｂ．研究方法  

研究代表者は、2 回の研究班会議を開催

し、研究分担班同士の情報共有をはかり、

研究を進めた。グループ 1(大規模調査)で

は、データベース事業の入院データベース

を利活用する研究事業（利活用研究事業）

からデータ提供を受け、令和 3 年度に作成

したデータセットの解析を行った。また、

指定通院医療機関を対象とした全国調査を

実施した。グループ 2(事例研究)では、令

和 3 年度に続いて事例の収集を進めつつ、

複雑事例の治療や処遇に関する分析を進め、

各種の成果物をまとめた。 

 

分担研究班の構成  

a 医療観察法対象者の類型化に関する研 

究（河野班） 

b 指定入院医療機関退院後の予後に関す 

る全国調査（竹田班） 

c 頻回 /長期行動制限を受けた対象者の

全国調査（壁屋班） 

d 入院複雑事例に対する効果的な治療や 

介入方法に関する研究（村杉班） 

e 施設内および施設間のコンサルテーシ 

ョンの実施方法に関する研究（今村班） 
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f 直接通院の実態および通院処遇複雑事 

例の特徴に関する全国調査（大鶴班） 

g 医療観察法再鑑定の必要性に関する調 

査および検討（五十嵐班） 

h 医療観察法鑑定書の作成方法に関する 

研究（岡田班） 

 

グループ 1 (大規模調査) 

データベース事業のデータを利活用し、

入院対象者の類型化を行った。なお、調査

期間は医療観察法施行から 2021 年 6 月ま

でに入院処遇が決定した対象者とし、調査

項目は基礎情報、共通評価項目、事件情報、

薬物・アルコール情報とした(河野班)。 

2015 年 7 月 16 日から 2021 年 7 月 15 日

までに通院処遇に移行した対象者について、

退院後の予後を調査した。 

2019 年 9 月から 2021 年 12 月に医療観察

法病棟を退院した対象者のうち、退院時に

抗精神病薬が処方されていた統合失調症圏

の対象者を薬物療法の内容から 3 群に分け

て予後調査を行った。 

退院時処遇終了者 10 名の前向き予後調

査を実施した (竹田班 )。 

入院複雑事例は入院中に「頻回/長期行動

制限」を受けることが多く、「入院処遇終

了と同時に精神保健福祉法入院に移行」す

る場合と「長期入院化」する場合が知られ

ており、これらと関連する要因を探索的に

抽出した。なお、調査対象は 2005 年 7 月

15 日の医療観察法制度開始から 2019 年 7

月 31 日までに医療観察法入院処遇となり、

2021 年 7 月 31 日時点で退院済みの対象者

とした(壁屋班)。 

通院複雑事例の実態調査では、全国の

675 の指定通院医療機関に調査票を送り回

収した。調査項目は社会学的特性、処遇の

形態、診断名、対象行為、通院処遇期間内

の精神保健法入院、問題行動、医療観察法

再入院、再他害行為、共通評価項目の評点

とした。2018 年 7 月 15 日から 2021 年 7 月

15 日までで、通院処遇を受けた対象者につ

いて調査を実施した(大鶴班)。 

グループ 2 (事例研究 ) 

入院複雑事例を対象として多施設連携に

よる治療法・処遇の開発と臨床普及の促進

（村杉班）(今村班)、指定入院医療機関を

対象とした処遇終了、転院、法 52 条鑑定の

実態調査と、処遇終了に関する検討 (五十

嵐班)を行った。また、医療観察法医療従事

者や鑑定経験者による Web 会議を開催し、

医療観察法鑑定事例集・手引きを作成した

(岡田班)。 

 

（倫理面への配慮）  

本研究においては、個人情報を収集する

研究が含まれており、下記 1～5 の原則に従

うこととした。なお、「人を対象とする生

命科学・医学系研究に関する倫理指針（2021

年 3 月 23 日）」に従って、適宜、倫理委員

会へ申請し、倫理委員会の承認 9 件(付議不

要 2 件を含む)を得て研究を進めた。 

1. 必要に応じて、研究の実施に先立って

分担研究者の所属する施設に設置され

た倫理委員会の承認を得る。 

2. 個人情報の管理については、研究関係

者以外の者がアクセスできない場所に

保管する。 

3. 研究結果の公表に当たっては、統計学

的データのみを報告することを原則と

する。 

4. 症例報告が必要不可欠な場合には、個

人の特定を不可能にする匿名化を実施

する。 

5. 介入研究を実施する場合、研究対象に

文書で説明し同意を得る。 

 

Ｃ．研究結果  
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グループ 1(大規模調査) 

a 医療観察法対象者の類型化に関する研究  

 ガイドライン改訂の際に定義する対象集

団の原型になる 12 の基本類型が抽出され

た。 

(1) F0 高齢者・認知症 

(2) F0 比較的若年・器質性 

(3) F1（患者特性は同質だが処遇に施設差） 

(4) F2 重複障害 F8 

(5) F2 重複障害 F1/F7 

(6) F2 重複障害なし（年齢・性別で修飾） 

(7) F3 女性の嬰児殺し 

(8) F3 双極性障害の粗暴行為 

(9) F3 それ以外の気分障害 

(10) F7（性別・重複障害で修飾される） 

(11) F8（重複障害 F7 で修飾される） 

(12) その他の主診断 

b 指定入院医療機関退院後の予後に関する

全国調査（竹田班）  

 全国 31 の指定入院医療機関と協働し、法

務省保護局および保護観察所の協力を得て

予後調査を実施した。2015 年 7 月 16 日か

ら 2021 年 7 月 15 日の間に指定入院医療機

関を退院し通院処遇に移行した対象者のう

ち本調査に同意の得られた者は、累計 753

名(男性 547 名、女性 206 名)であった。2021

年 7 月 15 日時点で、462 名が処遇終了して

いた。処遇終了者の平均観察期間は 966.9

日（中央値 1,094.0 日）であった。重大な

再他害行為 8 名 8 件であり累積発生率は

1.2%/3 年であった。自殺企図（未遂を含む）

は、17 名認められ、そのうち死亡（既遂）

した者は 7 名であった。 

対象者の重大な再他害行為率、死亡率、

自殺者数、精神保健福祉法入院率などの主

要な指標に経年変化はなく、退院後の予後

は良好に経過していることが確認された。 

 2019 年 9 月から 2021 年 12 月に医療観察

法病棟を退院した対象者のうち、退院時に

抗精神病薬が処方されていた統合失調症圏

の患者数は 336 名であった。そのうち 84 名

にクロザピン（Clozapine：以下、CLZ）89

名 に 持 効 性 注 射 剤 （ Long Acting 

Injection：以下、LAI）が処方されていた。

CLZ 群、LAI 群、CLZ・LAI いずれの処方も

ない群の 3 群に分けて比較すると、CLZ 群

は平均入院処遇期間が 4.8 年と長く、入院

処遇期間中の隔離経験率が 47.6％と高か

った。また LAI 群は通院処遇移行者の割合

が 95.5％と高かった。 

 CLZ 群が、非 CLZ 群と比較して、通院処

遇期間中の精神保健福祉法入院累積発生率

が有意に高かったが、調整入院者（退院と

同時に精神保健福祉法入院）を除いた解析

では有意差は認めなかった。 

 退院時処遇終了者 10 名の前向き予後調

査を実施した。退院後の治療は 10 名中 8 名

が継続中、1 名は中断、1 名は終了（病死）

であった。再他害行為、自殺企図、医療観

察法による再入院はいずれもみられなかっ

た。精神保健福祉法による入院は 10 名中 8

名が経験しており、そのうち 7 名は処遇終

了日から調査日までの全日を精神科病棟に

入院していた（研究責任者 本村啓介 さ

いがた医療センター）。 

c 頻回 /長期行動制限を受けた対象者の全

国調査（壁屋班）  

 入院長期化のみならず処遇終了時精神

保健福祉法入院(処遇終了-入院)と頻回/長

期の行動制限が医療観察法入院医療の課題

であると捉え、その特徴と要因の分析を進

めた。 

頻回/長期行動制限と処遇終了-入院との

間に関連性を認めた。処遇終了-入院となっ

た群は退院申請時の共通評価項目で改善し

ていない項目が多いことが明らかになった。

頻回/長期行動制限を受けた群の中で、処遇

終了 -入院となった群と通院処遇へ移行し
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た群について、共通評価項目の各下位項目

を比較したところ、両者は初回入院継続申

請時には群間差が小さく、後者は多くの点

で個人内の改善が得られたのに対し、前者

は改善が少なく、退院申請時には両群の違

いが多くの項目で認められた。 

対象者の年齢が上がると医療観察法入院

処遇を終了すると同時に精神保健福祉法入

院に移行しやすく、F0、F1、F7 では早期に

処遇終了し精神保健福祉法入院に移行して

いた。 

また、指定入院医療機関の間には、処遇

終了と同時に精神保健福祉法による入院と

なる対象者の割合が異なり、その運用に施

設間のばらつきが認められた。F1 ではその

差が顕著であった。処遇終了の在り方も含

めた指針の策定や指定入院医療機関のコン

センサスの形成が必要である。 

グループ 2(事例研究) 

d 入院複雑事例に対する効果的な治療や介

入方法に関する研究（村杉班）  

 措置入院複雑事例 2 事例に対して、医療

観察法医療同様の担当多職種チームアプロ

ーチによる介入を実施した。その結果、治

療が進展し退院となった。措置入院の枠組

みにおいても、多職種チームアプローチが

奏功する可能性が示唆された。一方、通院

での多職種チームアプローチ継続の必要性

が確認された。 

Case formulation（以下、CF）を用いた

shared decision making による介入（以下、

SDM with CF）を 4 例に実施し「治療同盟の

構築」に促進的に働いた可能性が示唆され

た。 

指定入院医療機関同士の転院では、多職

種チームの「患者への脅威」の低下が確認

された。また第 3 の指定入院医療機関が加

わった転院では、「客観的視点の担保」「複

雑事例の治療に関わる医療機関の燃え尽き

や抱え込みの防止」などの効果が期待され

た。 

e 施設内および施設間のコンサルテーショ

ンの実施方法に関する研究（今村班）  

 令和 3 年度は、コンサルテーションの試

行モデルを整備するとともに、事務局の役

割や実施方法に関する手順書や各種フォー

マットを作成した。マッチングされた 3 ペ

アにおいて実際にコンサルテーションを実

施した。試行を経て、コンサルテーション

の事業化を想定した事務局の機能モデルが

実際に活用しうるものであることが確認さ

れた。 

f 直接通院の実態および通院処遇複雑事例

の特徴に関する全国調査（大鶴班）  

 657 の指定医療機関に調査票を送付し、

381 機関(57.9%)から回答を得て、通院複雑

事例 57 事例を収集し、統計学的解析を行っ

た。通院複雑事例は、「アドヒアランス不良

群」「通院複雑事例中核群」「自傷・自殺リ

スク群」の 3 群に分類された。 

 医療観察法処遇終了後 5 年間の予後調査

では、すべての問題行動の発生は通院処遇

終了後、増えることはなかった。通院処遇

終了後 3 年間は重大な他害行為の発生はな

く、終了後 5 年間で 96 名中 1 名、1 件であ

った。CLZ 治療継続率は LAI による治療継

続率よりも高かった。 

 問題行動などの発生は、同一の対象者、

による繰り返し、多方向性に発生する傾向

が見られた。 

g 医療観察法再鑑定の必要性に関する調

査および検討（五十嵐班）  

 33 の指定入院医療機関を対象として医

療観察法 52 条鑑定の有無や治療困難を理

由とした転院事例の有無について調査を行

った。22 施設（回収率 66.7％）から回答を

得た。医療観察法 52 条鑑定ありは 5 施設、

治療困難による転院ありは 4 施設、両者と
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もにありは 2 施設であった。令和 4 年度は

52 条鑑定の経験を持つ 5 施設から 52 条鑑

定事例に関する情報を収集し、52 条鑑定の

実態把握を行った。退院・入院継続の審判

では、医療観察法による医療の必要性の評

価で問題とされる疾病性、治療反応性、社

会復帰要因は、要件というよりは、要素と

して評価されている可能性が示唆された。

疾病性だけを理由とした申立ては適切とは

いえないこと、治療反応性の評価が最も重

要であること、治療が尽くされていること

を確認するためには他の指定入院医療機関

によるコンサルテーションの活用や 52 条

鑑定の積極的な実施が有用であることが指

摘された。 

h 医療観察法鑑定書の作成方法に関する

研究（岡田班）  

 医療観察法の鑑定書を提出する際にま

とめとして添付する「鑑定書総括用書式」

を作成することを提案し、その作成方法の

解説および作成例 9 例を提示した。 

 

Ｄ．考察  

1) データベース事業の臨床及び研究利活

用について  

データベース事業は、医療観察法におけ

る医療の質の向上と均てん化を目的として

2014 年に始まった。指定入院医療機関 32

施設(2022 年 12 月 31 日現在、34 施設)が

協力してデータ収集に必要なネットワーク

が構築された。収集されたデータは幹事病

院である国立精神・神経医療研究センター

病院に設置された入院データベースに蓄積

されることとなった。データベースを解析

し、入院期間、薬物療法や行動制限の実施

状況、転帰や予後など、いわゆる“パフォ

ーマンス指標”が算出され、事業開始当初

より各指定入院医療機関にフィードバック

された。各指定入院医療機関ではパフォー

マンス指標を参考にして自施設の全国での

位置づけをもとに医療の質の向上に励むこ

ととなった。パフォーマンス指標は、指定

入院医療機関同士の相互訪問・点検を行う

いわゆる“ピアレビュー事業”でも使用さ

れるようになった。また、指定入院医療機

関の医療の現状を整理し、医療観察法統計

資料がまとめられた 1)。 

 入院データベース事業では、上記の臨床

利用に加え、当初より研究利用の構想も練

られていた。幹事病院には研究利活用委員

会が設置され、国立精神・神経医療研究セ

ンター倫理委員会の承認を得て（承認番号

A2019-026）二次利用研究が開始された。 

本研究班でも入院データの二次利用を研

究利活用委員会に申請し承認を受け、提供

されたデータの解析を行った。国内外でも

まれな大規模データベースを利用し、調査

期間内の全数を対象とし統計学的手法を用

いて類型化、医療観察法退院後の予後と関

連する要因の抽出、入院複雑事例に関連す

る要因の同定を行っており、信頼性や妥当

性の高い結果を得ることができた。 

データベース事業により構築されたデー

タベースは、臨床診療でも活発に活かされ

つつあり、また研究活動においても有効利

用が始まった。今後、同事業の継続により、

行政に必要な基礎的データの収集、指定医

療機関の医療の質の向上、臨床研究の推進

において多大な成果をもたらすことが期

待される。  

2) 複雑事例について  

 入院複雑事例  

長期入院化傾向を示す一群として、入院

複雑事例が「長期入院」と「頻回/長期行動

制限」により定義され、その定義の明確化、

各種指標の開発、治療や処遇方法の開発が

進められてきた。 

 処遇終了と同時に精神保健福祉法による
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入院に移行する対象者の中には、入院複雑

事例が多数含まれると推定される。本研究

により、行動制限との関連性が明らかにな

った。早期に処遇終了となる対象者と、長

期入院治療にもかかわらず処遇終了となる

対象者の存在が確認された。さらに指定入

院医療機関ごとに処遇終了率に差があるこ

とが知られており、その原因は指定入院医

療機関ごとの治療反応性の評価や処遇判

断の違いによると推測された。  

 医療観察法対象者の個別性の高さを考え

ると入院継続 /退院許可の申立基準を一律

に示すのは困難である。また調査結果から、

医療観察法の 3 要件は 3 要素として運用さ

れている実態が明らかとなった。その中で

も治療反応性の評価が重要であった。法施

行当初、治療反応性は診断名から推測され

ることが多かった。指定入院医療機関入院

後、診断名が変更され、治療反応性なしと

判断され退院許可が申立てられ、早期に処

遇終了されることもあった。医療観察法医

療が運用されるにつれ、診断名変更後も入

院治療を継続し、“治療をし尽くした”と判

断した時点での退院許可の申立てが増えて

いると推察される。すなわち治療反応性は

精神科医一般の共通認識(コモンセンス)に

基づいて判断される一般的な治療反応性か

ら、個別性の高い実証的治療反応性に移行

しつつある。実証的治療反応性は指定入院

医療機関の規模、医療の質、治療経験など

に影響を受け、指定入院医療機関の処遇終

了率に差を生じていると推定される。  

 法施行後、各種の治療プログラム、CLZ、

地域ケアマネジメント、アウトリーチサー

ビスなどの医療技術の進歩が続いている。

医療観察法医療には医療資源が集中的に投

入されており、一般精神科医療との間に格

差も生じている。指定入院医療機関の勤務

経験を持たない精神保健判定医も多く、当

初審判では精神科医一般の共通認識に基づ

く治療反応性の判断が多いが、入院継続/退

院許可の審判では指定入院医療機関により

実施された治療の効果を踏まえた決定が行

われる。それだけに本研究班で作成された

個別性の高い治療反応性の評価を可能とす

る「鑑定書総括用書式」の有用性は高いと

考えられる。 

 治療反応性を考える上では指定入院医療

機関として標準的な医療が行われることが

大前提であり、転院トライアル、コンサル

テーション、SDM with CF などの施設を超

えた試みが、日常的に実践されることが望

まれる。そのためには、事業化が不可欠で

あろう。また、これらの試みでは各施設の

負担増が調査結果から指摘されており、日

常的な実践を進めるには負担の軽減に努め

る必要がある。 

 通院複雑事例  

通院複雑事例は、「アドヒアランス不良群」

「通院複雑事例中核群」「自傷・自殺リスク

群」の 3 群に分類されることが明らかとな

った。 

入院複雑事例は共通評価項目の解析結果

から、アドヒアランスあるいは自傷・自殺

念慮といった単一の項目によって特徴付け

られず、社会復帰関連要因と関連すること

が明らかとなっている。入院複雑事例は、

アドヒアランス不良群や自傷・自殺念慮群

よりも、通院複雑事例中核群と共通性を持

つ可能性が高い。  

入院処遇の枠組みではアドヒアランスが

問題となることはまれで、通院処遇となっ

て初めて通院や服薬のアドヒアランス不良

が明らかとなる。また入院処遇の保護的環

境から地域生活に移行することにより現実

的ストレスや不安が増大し自殺念慮を抱く

ものの、入院とは異なり身近な相談者を欠

き、自傷や自殺のリスクが高まると推測さ
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れる。すなわち入院処遇対象者の中に「ア

ドヒアランス不良群」「自傷・自殺リスク群」

が潜在的に存在し、通院処遇移行後、顕在

化すると考えられる。  

 

Ｅ．結論  

〇重度精神疾患標準的治療法確立事業によ

り構築されたデータベースは、臨床及び

研究において有効に活用されている。引

き続き事業の継続が必要である。 

〇指定入院医療機関の施設の枠組みを超え

た転院トライアル、コンサルテーション

の事業化を想定した、事務局の機能モデ

ルが作成され事業化への準備が整った。 

〇通院複雑事例は、「アドヒアランス不良群」

「通院複雑事例中核群」「自傷・自殺リス

ク群」の 3 群に分類された。 

〇入院複雑事例は、アドヒアランス不良群

や自殺・自殺念慮群よりも、通院複雑事

例中核群と共通性を持つ可能性が高い。 
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